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国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

改
正
の
趣
旨

国
民
健
康
保
険
制
度
の
安
定
的
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
国
民
健
康
保
険
の
財
政
基
盤
強
化
策
を
恒
久
化
す
る
と
と
も

に
、
財
政
運
営
の
都
道
府
県
単
位
化
の
推
進
、
都
道
府
県
調
整
交
付
金
の
割
合
の
引
上
げ
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

第
二

国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
（
平
成
二
十
四
年
四
月
施
行
関
係
）

一

国
庫
負
担
及
び
都
道
府
県
負
担
に
関
す
る
事
項

市
町
村
が
行
う
国
民
健
康
保
険
に
お
け
る
保
険
給
付
等
に
要
す
る
費
用
に
対
す
る
都
道
府
県
調
整
交
付
金
の
割
合
を
引

き
上
げ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
応
じ
て
、
当
該
費
用
に
対
す
る
国
庫
負
担
の
割
合
を
引
き
下
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（

国
民
健
康
保
険
法
第
七
十
条
及
び
第
七
十
二
条
の
二
関
係
）

二

国
民
健
康
保
険
の
財
政
基
盤
強
化
策
に
関
す
る
事
項

１

保
険
者
を
支
援
す
る
た
め
の
制
度
に
関
す
る
事
項

所
得
の
少
な
い
者
の
数
に
応
じ
て
国
及
び
都
道
府
県
が
市
町
村
を
財
政
的
に
支
援
す
る
た
め
の
制
度
に
つ
い
て
、
平

成
二
十
六
年
度
ま
で
継
続
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
二
十
四
条
関
係
）
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２

医
療
に
係
る
交
付
金
事
業
に
関
す
る
事
項

医
療
に
要
す
る
費
用
を
市
町
村
が
共
同
で
負
担
す
る
た
め
の
交
付
金
事
業
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
継
続

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
二
十
六
条
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
三

国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
（
平
成
二
十
七
年
四
月
施
行
関
係
）

一

国
民
健
康
保
険
の
財
政
基
盤
強
化
策
に
関
す
る
事
項

１

保
険
者
を
支
援
す
る
た
め
の
制
度
に
関
す
る
事
項

所
得
の
少
な
い
者
の
数
に
応
じ
て
国
及
び
都
道
府
県
が
市
町
村
を
財
政
的
に
支
援
す
る
た
め
の
制
度
に
つ
い
て
、
平

成
二
十
七
年
度
か
ら
恒
久
化
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
国
民
健
康
保
険
法
第
七
十
二
条
の
四
関
係
）

２

医
療
に
係
る
交
付
金
事
業
に
関
す
る
事
項

医
療
に
要
す
る
費
用
を
市
町
村
が
共
同
で
負
担
す
る
た
め
の
交
付
金
事
業
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
恒
久

化
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
と
合
わ
せ
、
財
政
運
営
の
都
道
府
県
単
位
化
を
推
進
す
る
た
め
に
事
業
対
象
を
全
て
の
医
療

費
に
拡
大
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
国
民
健
康
保
険
法
第
八
十
一
条
の
二
関
係
）
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二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
四

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
三
に
つ
い
て
は
、
平
成
二

十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

経
過
措
置

１

国
民
健
康
保
険
制
度
に
お
け
る
国
庫
負
担
に
関
す
る
事
項
及
び
都
道
府
県
負
担
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
所
要
の

経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
及
び
附
則
第
八
条
関
係
）

２

そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
九
条
関
係
）

三

関
係
法
律
の
整
備

地
方
財
政
法
及
び
医
療
保
険
制
度
の
安
定
的
運
営
を
図
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ

い
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
（
附
則
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
関
係
）


